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Ⅰ.ご説明の前提として
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取扱
注意

「日本放送協会のインターネット活用業務の競争評価に関する準備会合」 第5回 総務省説明資料より抜粋

放送法の一部を改正する法律の概要



（番組関連情報配信業務の実施方法）

第20条の4

協会は、番組関連情報の配信の業務（以下この条において「番組関連情報配信業務」という。）を自らの判断と責任において適正に遂行する 

ため、番組関連情報配信業務の実施に関する規程 （以下この条において「業務規程」という。）を定め、これを総務大臣に届け出るとともに、

  公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

２ 業務規程の内容は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 

一 当該業務規程に定められた番組関連情報配信業務の種類、内容及び実施方法が、放送番組の内容がその視聴の環境に適した形態で提

供されることに対する公衆の要望を満たすために必要かつ十分なものであること。

二  当該業務規程に従つた番組関連情報配信業務の実施により、公衆の生命又は身体の安全の確保のために必要な情報が迅速かつ確実

に提供されることが確保されるものであること。 

  三  当該業務規程に従つた番組関連情報配信業務の実施により、全国向け又は地方向けに他の放送事業者その他の事業者が実施する配

信の事業その他これに関連する事業における公正な競争の確保に支障が生じないことが確保されるものであること。

3 協会は、番組関連情報配信業務を行うに当たつては、業務規程に定めるところに従わなければならない。

４ 協会は、少なくとも三年ごとに、番組関連情報配信業務の実施の状況について第二項各号に掲げる観点から評価を行い、その結果を総

務大臣に報告するとともに、その結果に基づき必要があると認めるときは、業務規程を変更しなければならない。

５ 総務大臣は、第一項の規定による届出又は前項の規定による報告があつたときは、業務規程の内容が第二項第三号に適合しているかど

うかについて、学識経験者及び利害関係者の意見を聴かなければならない。

６ 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、協会に対し、期限を定めて、業務規程を変更すべき旨の勧告をすることができる。 

一  第一項の規定により届出のあつた業務規程が第二項各号のいずれかに適合しないことが明らかであるとき。

  二  第四項の規定による報告の内容その他の事情に照らし、業務規程が第二項各号のいずれかに適合しなくなつたことが明らかであるに

もかかわらず、協会が業務規程を変更しないとき

７ 総務大臣は、前項の勧告を受けた協会が、正当な理由がなくて業務規程を変更しない場合において、 第二項各号に掲げる事項を確保す

るためやむを得ないときは、協会に対し、期限を定めて、業務規程を変更すべき旨を命ずることができる。
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（参考）改正法第20条の4
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設置の目的について

「日本放送協会のインターネット活用業務の競争評価に関する準備会合」 第7回 資料7-1より抜粋 5



業務規程の検証の基本的な考え方について
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Ⅲ.サービスイメージについて
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放送番組の同時配信

番組関連情報の配信

放送番組の見逃し（聴き逃し）配信※

必要的配信

地上テレビ放送（総合、Eテレ）

衛星テレビ放送（NHKBS、BSP4K、8K）

ラジオ放送（第1、第2、FM）

国際放送（邦人向け・外国人向け、テレビ・ラジオ）

放送

新たな必須業務

• 改正放送法では、必須業務に「同時配信」「見逃し配信」「番組関連情報の配信」の３つが追加
それらを合わせて「必要的配信」と規定

※見逃し期間は１週間
 その期間を超えるものは、
 任意的配信として実施

必須業務化に伴い、NHKが果たしていくこと（基本的な考え方）

➀放送経由でも、ネット経由でも、同等の、変わらない、同一の価値、同一の受益をもたらすこと

②ネット経由でのみ受信している場合にも、放送経由で受信している場合と同様に、相応の費用負担をお願いすること

必須業務の概要



※サービスのイメージは全て現時点の仮案

同時配信 
番組表による
「総合編成」提示 

「総合編成」の効用を
まとめて視聴 

放送の「特集編成」を
ネット上でも表出 

• 同時・見逃し配信は、放送番組と同一の価値、同一の受益をもたらすことが原則
• とりわけ放送の機能・特性である「総合編成」による多角的論点の提示について、インターネット経由でも
実施していくことで、インターネット経由でも放送と同一の効用を発揮していく

✓ 現在の地上波の放
送に近いかたちで
提供

✓ 総合編成機能の
表出である番組
表を一覧で表示
するなど、多角的
な視点に触れやす
い形で提示

✓ 総合編成の効用が簡便に発
揮できるように、番組を一
覧や連続で視聴できるよう
な形式で提供

✓ 放送で実施する特集編成と
同一の価値を提供するため、
同内容のプレイリストを編成
し、まとめて視聴可能に

33

同時・見逃し配信の提供イメージ



34

• 番組関連情報については、放送の価値をインターネットならではの特性に合わせて提供するものであり、
「業務規程」の策定を義務付ける規定が新設

• 番組関連情報は放送と同一の情報内容・価値をインターネットならではの特性に合わせて提供
• 実際のサービス内容は、NHKが「業務規程」を策定し競争評価のプロセスを経て決定

放送番組の同時配信

番組関連情報の配信

放送番組の見逃し（聴き逃し）配信※

必要的配信

地上テレビ放送（総合、Eテレ）

衛星テレビ放送（NHKBS、BSP4K、8K）

ラジオ放送（第1、第2、FM）

国際放送（邦人向け・外国人向け、テレビ・ラジオ）

放送

新たな必須業務

※見逃し期間は１週間
 その期間を超えるものは、
 任意的配信として実施

番組関連情報の概要と業務規程
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• 番組関連情報は、放送番組と同一の情報内容を提供し、同一の価値をもたらすもので、インターネットの
視聴習慣・特性に対応して届け方を工夫します

• 放送番組の編成、編集で行っている、多様性の確保、多角的論点の提示について、インターネットの特性を
生かして実現します

• 配信期間は、放送番組の必要的配信の期間を基本としつつ、インターネットの特性に対応して
長期間配信することがあります

• 番組関連情報の配信は、他の事業者との公正な競争と地域を含めたメディアの多元性を確保しながら実施します

情報更新

期間延長

提示調整

放送番組において随時更新される重要な情報に
ついて、更新が必要な情報に限り番組同様に
随時提示内容を更新し、最新情報を提供

繰り返し再放送されるような情報内容について
は、対応する放送番組の必要的配信の期間を
超えて掲載することで効果的・効率的に提供

総合編成を通じて提供している“バランス”や
放送番組内の“文脈”をインターネットでも
受容可能な形態で提示

内容抽出

効用発揮

編集（表現）視点の工夫

放送番組で伝えた内容を視聴環境に合わせて、
クリップ動画、テキストなど最適な形態で提供
(アクセシビリティ)

放送番組で提示した内容について、
インターネットにおける効用を発揮するために
必要な形で提供

番組関連情報の
基本原則

編成視点の工夫

インターネットの特性に対応した届け方の工夫

番組関連情報の基本原則



• 番組関連情報の編集方針は、種類ごとに以下の通りとし、分野ごとの編集方針を含めて規定

国内放送番組

拡⼤する情報空間へ、正確に発信、多元性に貢献

報道・防災、教育、医療・健康、福祉などの分野では、放送と同じ価値
・情報内容を、インターネットの技術・機能を活用して提供します。
不確かな情報があふれ、情報の偏りも指摘されるインターネット上
で、視聴者の“よりどころ”となるよう、正確で信頼できる、社会の
基本的な情報を発信し、民主主義の基盤である多角的な視点を
確保します。

⑥ ラジオ放送番組関連情報

国際放送番組

• 国内放送番組関連情報 ⇒ 「国内放送番組編集の基本計画」
• 国際放送番組関連情報 ⇒ 「国際放送番組編集の基本計画」

① 報道・防災番組関連情報

② ⼤型スポーツ⼤会番組関連情報

③ 教育番組関連情報

④ 医療・健康番組関連情報

⑤ 福祉番組関連情報

国際放送の使命を果たすため、世界のより多くの⼈に届けます。

国際社会との相互理解を深め、多様性を尊重する平和で持続可能
な世界の構築に貢献するため、放送と同じ価値・情報内容を、
インターネットの技術・機能を活用してより幅広く提供します。
不確かな情報があふれ、情報の偏りも指摘されるインターネット上
で、正確で信頼できる情報を世界に発信し、情報空間の健全性の
確保に貢献します。

このうち、①・③・④・⑤の各分野について
サービスを提供する場合の想定イメージを例示

36

番組関連情報の編集方針



Ⅲ-2.各分野の番組関連情報の提供イメージ

について



✓ 番組やニュースで
取りあげた多様な
論点、主張を個別
に提示

✓ 全てを視聴できな
くても、議論の全
体像の把握がしや
すい形式で提示

※サービスのイメージは全て現時点の仮案

✓ 基幹ニュース番組
と同一のオーダー
をインターネット
でも提示

✓ その時間ごとの
重要ニュースを
オーダーの形式で
まとめて確認可能

新着やアクセスランキングなど自動的に編成・更新されるものでなく、放送と同一の
「編集方針」「価値判断」に基づいたニュース・オーダー（表示順序）を提示します。
 「ニュース７」等の基幹ニュース番組のオーダーも提示することで、放送を視聴した場
合と同じように、いつでも重要ニュースを確認・把握できる形で提供します。これらを
通して、正確な情報、多角的な情報に触れるという放送と同一の価値を提供します。

内容
抽出 

さまざまな見解や見方、論点がある話題を取り上げたニュースや番組につ
いて、論点ごとに動画を切り出すなど、視覚的にわかりやすく提示します。
放送を視聴した場合と同じく、番組やニュースの多角的な議論について触
れられるよう、インターネットの特性を生かした形式で提示します。

✓ 放送と同一の編
集判断で編成した
ニュースが並ぶ

✓ 新着順ではなく、
価値判断に基づく
ニュースを提示

提示
調整 

情報
更新 

✓ 重要ニュースが入
ってきた場合は、
放送と同様にトッ
プの項目を随時
更新

• 放送とインターネットで同一の編集方針・価値判断に基づき、社会にとって重要なニュースを選定、提示することで、インター
ネット上に不確かな情報があふれる中でも、正確な情報の提供、多角的な視点の確保という放送と同一の役割を果たす
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①報道・防災番組関連情報



放送で伝えた災害時・緊急時に必要な情報を、放送固有の形式にとらわれな
い、災害報道の目的に則した形で提示します。
インターネットの特性を活用することで、「災害時・緊急時の命綱」という放送
と同一の役割をインターネット経由でも果たします。

※サービスのイメージは全て現時点の仮案

効用
発揮 

✓ 放送は特性上、同
時に扱える災害情
報に限りがある

✓ 放送で伝えた各地
の災害情報を地
図形式等に整理し
た上で提示

✓ 利用者がそれぞれ
必要とする地域の
災害報道の情報
を確認可能

✓ 放送した情報を、
地図上に提示する
ことで、緊急時で
も、災害の全体像
を把握しやすいか
たちで提示

✓ 災害時に偽情報・
誤情報の拡散が懸
念される中でも、
災害の全体像を把
握しやすい形で、
取材に基づく正確
な情報を提供

✓ マップの形式による災害情報の提示は、
放送の災害報道でも、記者の解説を交えて
被害状況の説明等に活用

✓ 放送・インターネットを問わず、俯瞰的に情
報を整理・伝達することで、命を守る情報
の効用を同じく発揮
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①報道・防災番組関連情報



期間
延長 

効用
発揮 

内容
抽出

✓ 人気順による表
示ではなく、学習
指導要領に沿った
学習がしやすいか
たちに番組を整
理して提示

✓ 学習の進捗に合
わせて、いつでも
学びたいところか
ら視聴が可能

✓ 番組を通じた学習
効果を高めるため
に、学校や家庭で
の指導・活用を補
助するコンテンツ
もあわせて提供

✓ ダウンロード可能
なものも

✓ 学習の進捗により
細やかに対応する
ために、放送番組
を学習の単位な
どに分けて提示

情報
更新 

✓ 放送番組は学習
指導要領の改訂
に合わせて更新さ
れ、常に最新に

✓ 番組の内容を追
体験、効果的に体
感することで、
放送と同一の価
値を提供するコン
テンツを提示

（学習指導要領などの）国が定める教育の基準
に基づいた学習を誰でも、いつでもできるよう
に配信期間を延長し、指導要領に合わせて番組
内容を更新。さらに体系的なかたちで提供する
ことで、放送と同一の価値をインターネットの特
性に合わせて提供します。

放送と同様に、教員が活用できる冊子等をイン
ターネットでも提供します。これにより教員の指
導方法の改善・向上に貢献するという放送と同
一の価値を果たし、教育の機会均等に資する情
報提供を実施します。

放送と同一の価値、効果を、多様な状況におい
て発揮できるように、番組の動画を切り出した
り、理解を深めるための図やグラフを放送した
番組から切り出して提示します。

※サービスのイメージは全て現時点の仮案
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③教育番組関連情報



内容
抽出 

効用
発揮 

✓ 生命・身体の安全
にかかわる医療・
健康情報につい
て、放送した番組
の情報をいつで
も、繰り返し確認
できるように、体
系的に整理した上
で提示

✓ 薬のメカニズムな
ど一度見ただけ
では理解が難しい
内容について、番
組で使用したＣＧ
等を用いて解説

✓ 紹介したセルフケ
アや運動法を繰り
返し視聴できるよ
うに、動画を切り
出して提供

期間
延長 

情報
更新 

✓ インターネット上で
散見される明確な
根拠がない情報に
対抗するため、番
組で示した医療・
健康情報の根拠を
提示。利用者の判
断の助けに

生命・身体の安全に関する公衆のニーズが多様化
する中で、正確な医療・健康情報をいつでも、適切
に参照できるように提示します。関心が高い話題
だけでなく、希少な疾患までをカバーするなど、放
送番組と同一の編集方針に基づく情報提供によっ
て、医療・健康情報の参照点となります。

時に難解な医療・健康情報について正しく、かつ
分かりやすく理解してもらえるように、番組で使
用したCGや情報の根拠を明示するなど、番組と
同一の内容、同一の価値をインターネットでも
確実に提供できるように情報を提供します。

放送番組と同一の効用を発揮し、健康に関するリ
テラシーを向上してもらうためには、自己管理が
重要です。番組で紹介した情報をセルフケアなど
に活用してもらえる形で提供することで、健康寿
命の延伸に貢献します。

※サービスのイメージは全て現時点の仮案
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④医療・健康番組関連情報



内容
抽出 

✓ 誰もがいつ障害や
疾患に見舞われる
か分からない中、
インターネット上で
福祉に関する情報
を十分に収集する
ことは困難

✓ NHKの番組情報
が、当事者になっ
た時に、いつでも、
わかりやすく参照
できるように、テ
ーマごとなどに整
理した上で提示

期間
延長 

情報
更新 

状況に応じて必要な情報（困難への対処法、相談
窓口、障害を抱えた人の社会での活躍等）を提示
できるように番組内容を抽出。テーマごとに再整
理し、継続的に取り上げる情報を有機的にまとめ
て提供することで、共生社会に貢献します。

✓ 様々な困難への
対処法について、
放送した番組内容
を抽出して提示

※サービスのイメージは全て現時点の仮案

いざ自分や家族が障害や疾患など困難な状況
に見舞われた時のため、放送と同一の情報がい
つでも簡単に参照できるように提示します。番
組の情報を常に更新、蓄積し続けることで、共
感・共助の場づくりに資するような情報提供に
努めます。

効用
発揮 

✓ 困難な状況に置
かれたり、生きず
らさを抱えた人た
ちが、安心して共
感・共助できる場
は不十分

✓ 番組を通して共感
・共助のきっかけ
を提供したり、声
を集めていいくた
めに専用の投稿
フォームを提供

投稿フォームを用いた放送番組の取材・制作を
通じて当事者の声を集めたり、共有したりしま
す。また、共感・共助の場づくりを促すことで、
福祉の充実という放送と同一の価値の実現に
資する情報提供を実施します。
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⑤福祉番組関連情報



Ⅲ-3.特定必要的配信の留意事項について

（誤受信防止措置及び契約勧奨）
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※サービスのイメージは全て現時点の仮案

（特定必要的配信についての留意事項）
番組関連情報の配信を含む必要的配信業務のうち、特定必要的配信の実施に際しては、信頼できる多元性の確保、公平負担の徹底
など、受信料制度の遵守の観点から、受信契約の確認等について、適時の措置を行います。

業務規程 

誤受信防止措置

契約対象外 契約対象

特定必要的配信の受信

利用アカウントの登録

契約の確認

• 確認（押下等）で特定必要的配信の受信開始
• 契約締結義務も発生

• 受信料制度を遵守＝サブスクにもフリーライド
にもならないかたちで実施

利用＆契約勧奨

NHKの必須業務（受信契約対象）全てに対して誤受信防止措置を講じることを規定
(放送法第20条の3)
「特定必要的配信」の受信を開始しようとする者に対して通信端末機器の操作を求める措置その他の特定必要的配信の受信を目的
としない者が誤ってその受信を開始することを防止するための措置を講じなければならない

放送法 
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特定必要的配信についての留意事項



※サービスのイメージは全て現時点の仮案

視聴開始後に登録や契約の
確認を促すメッセージを表示

メッセージの確認、登録、
契約等のステータスに応じて
一定期間メッセージは非表示

一定期間必要なアクションがない
場合は再度メッセージを表示
必要に応じて、表示強度の調整も

登録・契約勧奨
メッセージ等表示

一定期
間経過

登録等
実施

• 誤受信防止措置確認後の契約勧奨については、受信料制度を棄損することがないように、
サブスクリプションサービスにもフリーライドにもならない方式が大前提となる

一定期
間経過

契約勧奨
メッセージ等

表示

利用
開始

契約
確認

• アカウント登録（会員登録）や契約の確認（新規契約含む）等を促すために、
最適な案内の「表示形式・方法」

• 登録・契約が確認されるまで、継続的に案内を表示し続ける際の「表示頻度」
• 上記対応にもかかわらず、「一定期間、登録や契約が確認されない場合の対応」

✓ 一定の受益感を維持ししつつフリーライドを抑制する
ことで受信料制度を棄損しない適切な“バランス”

✓ 最適な方式については継続的に模索

（考え方の想定イメージ）

検討が必要な事項の例 
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受信料制度遵守のための措置の考え方



Ⅳ.番組関連情報の予算について
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サービス単位での予算計上の手順イメージ

◼ 競争評価で各種サービスのコスト・価値創出の評価をするため、合理的にコストを振り分ける。
◼ 予算全体の金額確定に先行するという限界があるので、直課コスト・配賦コストの二段階でサービス単位
のコストを集計。

サービス単位の切り分け サービス独自の直課コスト 放送等と共通の配賦コスト

他の番組関連情報サービスや放送
等と共通で要する費用を配賦

• 合理的かつ適切な按分ポリシ
ーを定める必要

…

…

配賦コスト 配賦コスト

競争評価実施の単位となるよう
サービス単位を選定

• 競争評価の対象となる「番組
関連情報」が対象

• 現状の予算開示には存在しな
い新たな粒度を設定

報道
防災

教育 …

サービスの実施で生じる新たな費
用は確実に当該サービスの費用

• 基本的には管理会計の考え方
• 把握・集計が難しい・客観情報
活用が必要な場合などは税務
手法 (移転価格税制等) も
参考

…

直課コスト
直課コスト …

報道
防災

教育
報道
防災

教育

直課コスト
直課コスト
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